
対象業種一覧  

大分類  中分類  立地地域  

ひ た ち な か 地 区

復 興 産 業 集 積 区

域  

ひ た ち な か 地 区

周 辺 復 興 産 業 集

積区域  

勝 田 第 一 工 業 団

地 及 び 周 辺 地 区

復 興 産 業 集 積 区

域  

勝 田 第 二 工 業 団

地 復 興 産 業 集 積

区域  

勝 田 駅 西 口 周 辺

地 区 復 興 産 業 集

積区域  

勝 田 駅 東 口 周 辺

地 区 復 興 産 業 集

積区域  

津 田 地 区 復 興 産

業集積区域  

水 産 加 工 団 地 復

興産業集積区域  

那 珂 湊 漁 港 周 辺

地 区 復 興 産 業 集

積区域  

漁業  漁業          ○  

水産養殖業          ○  

製造業  食料品製造業  ○  ○   ○     ○  ○  

飲料・たばこ・飼料製造業  ○  ○   ○     ○  ○  

繊維工業  ○  ○  ○  ○    ○  ○  ○  

木材・木製品製造業  ○  ○   ○       

家具・装備品製造業  ○  ○   ○       

パルプ・紙・紙加工品製造業  ○  ○   ○       

印刷・同関連業  ○  ○   ○  ○  ○     

化学工業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

石油製品・石炭製品製造業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

プラスチック製品製造業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

ゴム製品製造業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

なめし革・同製品・毛皮製造業  ○  ○         

窯業・土石製品製造業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

鉄鋼業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

非鉄金属製造業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

金属製品製造業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

はん用機械器具製造業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

生産用機械器具製造業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

業務用機械器具製造業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

電子部品・デバイス・電子回路製造

業  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

電気機械器具製造業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

情報通信機械器具製造業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

輸送用機械器具製造業  ○  ○注 １  ○注 ２  ○注 １  ○注 １  ○注 １  ○注 ２    

その他の製造業  ○  ○注 ３  ○  ○注 ３  ○注 ３  ○注 ３  ○    

電 気 ・ ガ ス ・

熱 供 給 ・ 水 道

電気業  ○          



業  

情報通信業  通信業  ○  ○         

放送業  ○  ○         

情報サービス業  ○  ○         

インターネット附随サービス業  ○  ○         

映像・音声・文字情報制作業  ○  ○         

運 輸 業 ， 郵 便

業  

道路貨物運送業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    

水運業  ○          

航空運輸業  ○  ○         

倉庫業  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

運輸に附帯するサービス業  ○  ○  ○  ○  ○注 ４  ○注 ４  ○    

卸 売 業 ， 小 売

業  

各種商品卸売業  ○  ○   ○  ○  ○     

繊維・衣服等卸売業  ○  ○         

飲食料品卸売業  ○  ○   ○     ○  ○  

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業  ○  ○  ○  ○  ○  ○     

機械器具卸売業  ○  ○  ○  ○  ○  ○     

その他の卸売業  ○  ○  ○  ○     ○  ○  

各種商品小売業          ○注 ５  

飲食料品小売業          ○注 ５  

その他の小売業          ○  

学 術 研 究 ， 専

門 ・ 技 術 サ ー

ビス業  

学術・開発研究機関  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

（注）  

１  管理，補助的経済活動を行う事業所，自動車・同附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業に限る。  

２  自動車・同附属品製造業及び産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業に限る。  

３  時計・同部分品製造業，パレット製造業，工業用模型製造業及び情報記録物製造業に限る。  

４  港湾運送業及びこん包業に限る。  

５  水産物の小売を行うもの及び対象設備設置者の事業所内において当該対象設備設置者の製品を紹介するために小売を行うものに限る。  

（備考）  

１  立地地域ごとに特定業種として指定するものに○を表記している。  

２  業種の分類及び名称は，統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類によるものとする。  

 


